
新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラスターが発生した医療機関等への財政的な支援
及び医師･看護師等派遣の支援について（概要）〔令和2年12月14日厚生労働省事務連絡〕

１．重点医療機関の病床確保料（新型コロナ緊急包括支援交付金）

○ クラスター発生時の空床や休止病床について、一般の医療機関であっても、新型コロナ緊急包括支援交付金を活用して、重点医
療機関の空床確保の補助対象とすることが可能。

○ 新型コロナの院内感染によりクラスターが発生した医療機関等は、下記のような財政的な支援の対象となり得る。

○ 都道府県においては、関係医療機関等に周知するとともに、クラスターが発生した医療機関等が入院患者等に必要な医療提供を
継続できるよう適切に対応するよう依頼。

２．感染拡大防止等支援（新型コロナ緊急包括支援交付金、国直接執行の補助金）

○ 感染拡大防止等支援（二次補正、9/15予備費）について、院内等での感染拡大を防ぎながら必要な医療を提供するための
診療体制確保等に要する費用が補助対象。新型コロナ患者の病床において、看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場
合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は感染拡大防止等支援等を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換
等を委託することが可能。

○ また、新たな「総合経済対策」（令和２年12月８日閣議決定）に基づき、現下の感染拡大の影響を踏まえた緊急的臨時的な
対応として、診療・検査医療機関をはじめとした医療機関等への感染拡大防止等を支援。

○ 新型コロナの影響で人員が必要となる医療機関に対して医師･看護師等を派遣する場合、新型コロナ緊急包括支援交付金の補
助対象となる。今般、派遣される医師・看護師等の処遇に配慮する観点から、重点医療機関に派遣する場合の補助上限額を、医
師１人１時間あたり15,100円（従前7,550円）、看護師等の医療従事者１人１時間あたり5,520円（従前2,760円）に
引き上げ。

○ 派遣元医療機関等において、補助基準額の引上げ分を活用して、派遣される医師・看護師等の処遇に配慮するよう依頼。

３．医師･看護師等派遣の支援（新型コロナ緊急包括支援交付金）


